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（１）計画策定の趣旨 
本区は、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定し、「互いに支え合い、自分らし

くいきいきと暮らせるまち」を基本理念に、高齢者施策を計画的・総合的に推進してきま

した。 

介護保険制度の創設から２４年、わが国では高齢化の進行と介護給付費の増大が懸念     

される一方で、健康寿命の延伸も顕著となっています。またこの間、情報化社会の進展や

新型コロナウイルス感染症の流行など、高齢者を取り巻く環境の変化が大きくなり、生活

意識やライフスタイルに影響を及ぼしています。 

こうしたなかで、団塊の世代が 75 歳以上となる令和７（2025）年を迎え、今後は地域

共生社会の実現に向けた基盤整備や体制強化を進めることが必要となっています。 

このような社会背景のもと、令和６（２０２４）年度から令和８（２０２６）年度までの３年間

で区が取り組むべき高齢者施策を示す高齢者保健福祉計画・第 9期介護保険事業計画を

策定しました。 

 

（２）計画の位置づけ 
○ 本計画は、「中央区基本構想」及び「中央区基本計画 2023」を上位計画とする計画で

す。 

○ 本計画は、本区の福祉諸計画・施策の「総合化」を図る観点から、令和２（2020）年３月

に策定した「中央区保健医療福祉計画 2020」における高齢者保健福祉分野の個別計

画であり、高齢者施策や事業の内容および介護保険事業における必要なサービス量、

給付費の見込みなどを具体的に定める計画です。 

○ 高齢者保健福祉計画は、老人福祉法第 20 条の８に規定する「市町村老人福祉計画」で

あり、第９期介護保険事業計画は、介護保険法第 117 条に規定する「市町村介護保険

事業計画」です。 

○ 本計画は、国の「第９期介護保険事業計画の基本指針」に基づき、「東京都高齢者保健福

祉計画」や本区の他の関連個別計画との整合性を図ります。 

○ 本計画は、成年後見制度の利用の促進に関する法律第 14 条に規定する市町村計画を

包含しています。 
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（３）計画の期間 
○ 本計画は、令和６（2024）年度～令和８（202６）年度の３カ年とします。 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

R3 R４ R５ R６ R７ R8 R9 R10 R11 

 

 

  

 

 

      

 

 

中央区保健医療福祉計画２０２０（令和２年度～令和８年度） 

中央区高齢者保健福祉計画 
・第８期介護保険事業計画 

中央区高齢者保健福祉計画 
・第９期介護保険事業計画 

中央区高齢者保健福祉計画 
・第 10期介護保険事業計画 

････ 中央区基本計画 2023（令和５年度～令和 14年度） 

・・・ 

 

東京都の関連計画 
○東京都高齢者保健福祉計画 

〇東京都保健医療計画 

〇高齢者高齢者居住安定確保計画 

○東京都健康推進プラン２１ など 

中央区の関連計画 
○中央区地域防災計画 

○中央区文化振興プラン 

○中央区スポーツ推進ビジョン 

○中央区福祉のまちづくり実施方針 

○中央区住宅マスタープラン など 

中央区基本構想 

＜中央区地域福祉計画＞ 

中央区保健医療福祉計画 2020 
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共通して取り組むべき課題 

中央区成年後見制度 

利用促進計画 

中央区基本計画 2023 

国の法制度・指針 
○老人福祉法 

〇  保 法（ ９ 基本指針） 

〇医療  総合確保法 

〇成年後見制度利用促進法 

〇認知症基本法         など 

・・・ 
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（４） 計画の推進体制と進捗管理 
 

ア 計画の推進体制 

本計画の取組を効果的に推進するため、区民、町会・自治会、民生・ 童委員、医療関係

団体、サービス提供事業者、社会福祉協議会、ボランティア団体などさまざまな主体と連

携を深めていきます。また、さまざまな主体間の連携を支 することで、地域の自主的な

活動のすそ野を広げていきます。 

さらに、地域における多様な活躍の機会と役割を生み出すことにより、支え合いの地域

づくりを進め、本区の特性にあった「地域包括ケアシステム」を深化させ、推進していきま

す。 

基本理念（めざす姿）の実現に向けて、計画（PLAN）、実行（DO）、評価（CHECK）、見

直し（ACTION）の PDCA サイクルに基づいて効果的に施策を推進していきます。 

 

イ 計画の進捗管理と評価 

本計画の高齢者福祉施策および介護保険事業の運営については、施策を推進する事業

の実施状況の把握や給付実績を分析し、計画策定の中心となった高齢者施策推進委員会

に定期的な報告を行い、その点検および評価を実施します。 

目標値を設定している事業については、目標と実績の差や進捗状況を評価していきま

す。そのうち、数値を設定していない事業については、複数の「参考指標」を定め、それぞ

れの進捗状況を把握することにより、総合的かつ複合的に評価していきます。 

なお、その進捗状況や社会状況の変化に応じて、当該委員会の委員である学識経験者

や医療関係者、サービス提供事業者、被保険者などからの助言・意見を踏まえて適切に進

行管理を行い、次期計画の取組に反映させていきます。 

 

ウ 評価・分析結果の報告 

事業の実施状況およびその評価・分析の結果などの進捗状況は、区のホームページを

通じて公表していきます。 
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(1) 保健・医療・福祉に関する国・都の動向 

ア 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（基本指針） 

介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針であり、

サービス提供体制の確保および事業実施に関する主な基本的事項は次のとおりです。 

１．  サービス基盤の計画的な整備 

①地域の実情に応じたサービス基盤の整備 ②在宅サービスの充実 

２．地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組 

①地域共生社会の実現 ②医療連携のための医療・介護情報基盤の整備 

③保険者機能の強化 

３．地域包括ケアシステムを支える  人材確保及び  現場の生産性向上 

  ・介護人材を確保するため、人材支 への 成、外国人介護人材の受け入れ環境整備など

の取組の総合的な実施 

・生産性向上に資するさまざまな支 ・施策を推進  

 

イ 全世代対応型の持続可能な社会保 制度を構築するための健康保険法等の一部を改正

する法律（令和５（2023）年５月公布） 

「全世代型社会保 改革の方針」（令和２（2020）年 12月 15日閣議決定）を踏まえ、

切れ目なく全ての世代を対象に、全ての世代が公平に支え合う全世代対応型の社会保

 制度の構築を目的として改正されました。 

介護保険関係の主な改正事項は次のとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

ウ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく「地域におけ   

る医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」の見直し（令和５（2023）年 

３月告示） 

団塊の世代が全て 75歳以上となる令和 7（2025）年以降、生産年齢人口の減少の

加速等を見据え、患者・利用者など国民の視点に立った医療・介護の提供体制を構築し、

国民一人一人の自立と尊厳を支えるケアを将来にわたって持続的に実現していくこと

が、医療及び介護の総合的な確保の意義とされています。 

基本的な方向性は(１) 「地域完結型」の医療及び介護提供体制の構築、(２) サービ

ス提供人材の確保と働き方改革、(３) 限りある資源の効率的かつ効果的な活用、(４) 

デジタル化・データヘルスの推進、(５) 地域共生社会の実現（社会的処方の推進）など

となっています。 

・介護情報基盤の整備 

・介護サービス事業者の財務状況の見える化 

・介護サービス事業所等における生産性の向上に資する取組に係る努力義務 

・看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容の明確化 

・地域包括支 センターの体制整備等 
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エ 東京都高齢者保健福祉計画（令和６（2024）年度から令和８（2026）年度） 

地域で支え合いながら、高齢者がいきいきと心豊かに、住み慣れた地域で安心して

暮らし続けることができる東京都の実現を目指し、令和６年度～８年度にかけて東京都

が取り組む各種施策などが計画化されています。 

 

(2)地域共生社会の実現に向けた動向 
ア 「第二期成年後見制度利用促進基本計画」（令和４（2022）年３月） 

地域共生社会は、すべての住民が  の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生

活を継続できるよう、社会で支え合い共に地域を創っていくことを目指すものであり、

本計画では成年後見制度が「地域共生社会の実現」に向けた仕組みの一つであること

が明示されました。 

第二期計画では、成年後見制度を権利擁護支 のひとつとして多様な分野・主体が

連携するしくみづくりを進めることや、生活継続のための成年後見制度の運用改善等

のために、本人の特性に応じた意思決定支 とその浸透のための方策の充実等がうた

われています。 

 

イ 「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」（令和５（2023）年６月成立） 

急速な高齢化の進展に伴い、認知症の人が増加している現状等に鑑み、認知症の予

防等を推進しながら、認知症の人が尊厳を保持しつつ、認知症の人を含めた国民一人

一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いなが

ら共生する活力ある社会（共生社会）の実現を図ることを目的に、認知症施策推進大綱

をふまえて成立しました。 

認知症施策の基本理念のもとで、国、地方公共団体、保健医療サービス又は福祉サー

ビスを提供する者や日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業

者、国民の責務を明らかにしており、認知症施策を総合的かつ計画的に推進することと

しています。 


